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(57)【要約】
【課題】アイドリング状態下、高周波小振幅のアイドリ
ング基本振動に加えアイドリング基本振動よりも低周波
数域で発生する大振幅の振動に対しても有効な防振特性
が得られることによって、車両乗り心地の向上が図られ
得る、新規な構造の自動車用の流体封入式エンジンマウ
ントを提供する。
【解決手段】シェイク用オリフィス通路７８よりも高周
波数域で且つアイドリング用オリフィス通路８４よりも
低周波数域にチューニングした中周波オリフィス通路８
６を設けると共に、流量制限部材３６，３８，５４，５
６，５８，６０をアイドリング用及び中周波オリフィス
通路８４，８６の受圧室６８側の両開口部５４，５６，
５８を覆うように設け、更に隔壁弾性膜６２をアイドリ
ング用オリフィス通路８４の平衡室７０側の開口部４６
を覆うように設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車のパワーユニットと車両ボデーの一方に取り付けられる第一の取付部材と、それ
らパワーユニットと車両ボデーの他方に取り付けられる第二の取付部材を本体ゴム弾性体
で連結せしめ、該本体ゴム弾性体で壁部の一部が構成された受圧室と可撓性膜で壁部の一
部が構成された平衡室とを形成してそれら受圧室と平衡室に非圧縮性流体を封入すると共
に、それら受圧室と平衡室を相互に連通するオリフィス通路を設けた自動車用の流体封入
式エンジンマウントにおいて、
　前記オリフィス通路として、エンジンシェイクに相当する低周波数域にチューニングし
たシェイク用オリフィス通路と、アイドリング基本振動に相当する高周波数域にチューニ
ングしたアイドリング用オリフィス通路と、該シェイク用オリフィス通路のチューニング
周波数よりも高周波数域で且つ該アイドリング用オリフィス通路のチューニング周波数よ
りも低周波数域にチューニングした中周波オリフィス通路を設けると共に、前記受圧室に
おける該アイドリング用オリフィス通路及び該中周波オリフィス通路の両開口部を覆うよ
うに広がって流体流動量を制限する流量制限部材を設け、更に前記平衡室における該アイ
ドリング用オリフィス通路の開口部を覆うように広がって該アイドリング用オリフィス通
路と該平衡室を仕切る弾性変形可能な隔壁弾性膜を設けたことを特徴とする自動車用の流
体封入式エンジンマウント。
【請求項２】
　前記受圧室における前記アイドリング用オリフィス通路及び前記中周波オリフィス通路
の両開口部を覆う部分において、可動板を該受圧室と前記平衡室の圧力差に基づいて変位
可能とせしめ且つその変位量を拘束部材への当接により制限する状態で配設することによ
って、前記流量制限部材を構成した請求項１に記載の自動車用の流体封入式エンジンマウ
ント。
【請求項３】
　前記受圧室と前記平衡室を仕切る仕切部材を設けて、該仕切部材の外周部分を周方向に
延びるように前記シェイク用オリフィス通路を形成すると共に、該仕切部材の中央部分に
おいて前記流量制限部材を該受圧室に面するように配設し前記隔壁弾性膜を該平衡室に面
するように配設して、該仕切部材における該流量制限部材と該隔壁弾性膜の間に前記アイ
ドリング用オリフィス通路を形成すると共に、該仕切部材における該流量制限部材と該平
衡室に面する部分との間で該隔壁弾性膜の周囲を延びるように前記中周波オリフィス通路
を形成した請求項１又は２に記載の自動車用の流体封入式エンジンマウント。
【請求項４】
　前記第二の取付部材が筒状部を備えており、該筒状部の一方の開口部側に前記第一の取
付部材を離隔配置して前記本体ゴム弾性体で弾性連結することによって該筒状部の該一方
の開口部を流体密に閉塞すると共に、該筒状部の他方の開口部側に前記可撓性膜を配設し
て該筒状部の該他方の開口部を該可撓性膜で流体密に閉塞し、前記仕切部材を該筒状部の
内側に組み付けて該筒状部の内側における該本体ゴム弾性体と該可撓性膜の間の領域を該
仕切部材で仕切ることで該仕切部材を挟んだ両側に前記受圧室と前記平衡室を形成した請
求項３に記載の自動車用の流体封入式エンジンマウント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車のパワーユニットを車両ボデーに防振支持させるエンジンマウントに
係り、特に内部に封入された流体の流動作用に基づいて防振効果が発揮され得る自動車用
の流体封入式エンジンマウントに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、自動車のパワーユニットと車両ボデーの間に介装されてパワーユニットを車
両ボデーに対して防振支持せしめる自動車用エンジンマウントの一種として、流体封入式
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エンジンマウントが知られている。この流体封入式エンジンマウントでは、パワーユニッ
トと車両ボデーの各一方に取り付けられる第一の取付部材と第二の取付部材が本体ゴム弾
性体で連結されていると共に、壁部の一部が本体ゴム弾性体で構成された受圧室と壁部の
一部が可撓性膜で構成された平衡室が形成されて、それら受圧室と平衡室に非圧縮性流体
が封入されている。これら受圧室と平衡室はオリフィス通路を通じて相互に連通せしめら
れており、オリフィス通路を通じての流体の共振作用等の流動作用に基づいてオリフィス
効果である防振効果が発揮されるようになっている。
【０００３】
　ところで、自動車用エンジンマウントにおいては、自動車の走行状態に応じて異なる周
波数域や振幅の振動が入力されることから、複数の異なる振動に対して防振性能が要求さ
れる。かかる防振性能では、従来から知られているように、走行状態における「エンジン
の剛体一次振動に相当する低周波大振幅のエンジンシェイク」と停車状態における「エン
ジンの爆発主成分に相当する高周波小振幅のアイドリング振動」が重視される。なお、こ
れらエンジンシェイクやアイドリング振動に加えて、走行時のロードノイズ等に相当する
、より高周波数域の微小振幅振動に対する走行こもり音の対策も検討される場合がある。
具体的に例示すると、特許文献１（特開平０９－３１０７３２号公報）に示されているよ
うに、オリフィス通路として、エンジンシェイクにチューニングした第一のオリフィス通
路とアイドリング振動にチューニングした第二のオリフィス通路と走行こもり音にチュー
ニングした第三のオリフィス通路を採用して、これら第二のオリフィス通路と第三のオリ
フィス通路における受圧室側または平衡室側の開口部分に可動部材を変位可能に配設する
と共に、第三のオリフィス通路を切換手段で連通状態と遮断状態に切り換える構造が、提
案されて検討されている。
【０００４】
　ところが、本発明者が更なる検討を加えたところ、自動車のパワーユニットにおいては
、アイドリング時に、エンジンの爆発に伴って発生する周期的な振動であるアイドリング
基本振動（車両によって一次振動や二次振動等の場合がある。）の振幅よりも低周波数域
で不定期に大きな振幅の振動が発生することがあり、これが車両乗り心地の低下に大きな
問題となっていること、しかも、このアイドリング時の大振幅振動に関しては、振動周波
数の相異等によりエンジンシェイクと同視することが実質的に困難であって、シェイク振
動にチューニングされたオリフィス通路では対策困難であること、更に振幅の相異等によ
りアイドリング基本振動にチューニングされたオリフィス通路でも対策困難であることが
、新たに分かったのである。
【０００５】
【特許文献１】特開平０９－３１０７３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ここにおいて、本発明は、上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解
決課題とするところは、アイドリング状態下、高周波小振幅のアイドリング基本振動に加
えアイドリング基本振動よりも低周波数域で発生する大振幅の振動に対しても有効な防振
特性が得られることによって、車両乗り心地の向上が図られ得る、新規な構造の自動車用
の流体封入式エンジンマウントを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意な組み合わせで採用可能
である。また、本発明の態様乃至は技術的特徴は、以下に記載のものに限定されることな
く、明細書全体および図面に記載されたもの、或いはそれらの記載から当業者が把握する
ことの出来る発明思想に基づいて認識されるものであることが理解されるべきである。
【０００８】
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　すなわち、本発明の特徴とするところは、自動車のパワーユニットと車両ボデーの一方
に取り付けられる第一の取付部材と、それらパワーユニットと車両ボデーの他方に取り付
けられる第二の取付部材を本体ゴム弾性体で連結せしめ、本体ゴム弾性体で壁部の一部が
構成された受圧室と可撓性膜で壁部の一部が構成された平衡室とを形成してそれら受圧室
と平衡室に非圧縮性流体を封入すると共に、それら受圧室と平衡室を相互に連通するオリ
フィス通路を設けた自動車用の流体封入式エンジンマウントにおいて、オリフィス通路と
して、エンジンシェイクに相当する低周波数域にチューニングしたシェイク用オリフィス
通路と、アイドリング基本振動に相当する高周波数域にチューニングしたアイドリング用
オリフィス通路と、シェイク用オリフィス通路のチューニング周波数よりも高周波数域で
且つアイドリング用オリフィス通路のチューニング周波数よりも低周波数域にチューニン
グした中周波オリフィス通路を設けると共に、受圧室におけるアイドリング用オリフィス
通路及び中周波オリフィス通路の両開口部を覆うように広がって流体流動量を制限する流
量制限部材を設け、更に平衡室におけるアイドリング用オリフィス通路の開口部を覆うよ
うに広がってアイドリング用オリフィス通路と平衡室を仕切る弾性変形可能な隔壁弾性膜
を設けた自動車用の流体封入式エンジンマウントにある。
【０００９】
　このような本発明に従う構造とされた自動車用の流体封入式エンジンマウントにおいて
は、走行状態下、低周波数域のエンジンシェイクが入力されると、受圧室と平衡室に相対
的な圧力変動が生ぜしめられ、それら両室間においてシェイク用オリフィス通路を通じて
流体流動作用が生ぜしめられる。ここで、エンジンシェイクの入力時には、中周波オリフ
ィス通路とアイドリング用オリフィス通路における各受圧室側開口部を通じて流動せしめ
られる流体の量が流量制限部材で十分に制限されるようになっている。従って、受圧室に
おける中周波及びアイドリング用オリフィス通路の各受圧室側開口部を通じての圧力漏れ
が抑えられて、シェイク用オリフィス通路の流体流動量が十分に確保される結果、かかる
流体の共振作用等の流動作用に基づく防振効果（高減衰効果）が安定して得られる。
【００１０】
　また、アイドリング状態下、エンジンの爆発主成分に相当する周期的な高周波小振幅の
アイドリング基本振動が入力された際には、それよりも低周波数域にチューニングされた
シェイク用オリフィス通路が反共振的な作用により実質的に閉塞状態とされて、シェイク
用オリフィス通路を通じての流体流動作用が有効に機能し得なくなる。一方、アイドリン
グ基本振動の入力時には、中周波オリフィス通路とアイドリング用オリフィス通路におい
て流量制限部材による流体流動量の制限機能が働かないようにされており、それによって
、両オリフィス通路が受圧室に実質的に開口せしめられている程に、それら受圧室側開口
部の流体流通抵抗が十分に小さくされている。ここで、中周波オリフィス通路ではアイド
リング基本振動よりも低周波数域にチューニングされていることから、その反共振作用に
起因して流体流動作用が有効に機能し得ない。従って、隔壁弾性膜の所期の変形作用に基
づいて、アイドリング用オリフィス通路を通じての受圧室と平衡室の間における流体の共
振作用等の流動作用が有効に生ぜしめられ、アイドリング基本振動に対して有効な防振効
果（低動ばね化による振動絶縁効果）が発揮され得る。
【００１１】
　そこにおいて、自動車のパワーユニットでは、アイドリング時にアイドリング基本振動
よりも低周波数域で不定期に大振幅の振動が発生することがあるが、本発明に従う構造の
流体封入式エンジンマウントによれば、かかる大振幅振動の防振対策が有効に図られ得る
。
【００１２】
　すなわち、本構造の流体封入式エンジンマウントにおいては、エンジンシェイクよりも
高周波数域で且つアイドリング基本振動よりも低周波数域にチューニングされた中周波オ
リフィス通路が設けられていることによって、上述のアイドリング時にアイドリング基本
振動よりも低周波数域で不定期に発生する大振幅振動が、エンジンシェイクとアイドリン
グ基本振動の間に位置する周波数を有する中周波大振幅振動として、中周波オリフィス通
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路のチューニング振動に設定され得る。ここで、中周波大振幅振動の入力時に、シェイク
用オリフィス通路の流体流動作用は反共振により有効に機能し得ない。また、中周波オリ
フィス通路の流体流動量を確保するために上述の流量制限部材の流量制限機能が解除され
るように設計すると、中周波オリフィス通路と共にアイドリング用オリフィス通路も受圧
室に対して実質的に開口せしめられることとなるが、低動ばねによる振動絶縁効果を目的
として設計されたアイドリング用オリフィス通路では、そのアイドリング時の大振幅振動
に対して隔壁弾性膜の弾性変形による対応可能な圧力変化量を超えていることから、有効
な流体流動作用が得られない。要するに、問題となるアイドリング状態でのアイドリング
基本振動よりも低周波数域で生じる大振幅振動の入力に際して、中周波オリフィス通路の
所期の流体流動量を損なわしめるような、受圧室におけるシェイク用又はアイドリング用
オリフィス通路を通じての圧力漏れが防止されるのであり、従って、中周波オリフィス通
路を通じての受圧室と平衡室の間における流体の共振作用等の流動作用が有効に生ぜしめ
られ、かかるアイドリング時の大振幅振動に対して優れた防振効果（高減衰効果）が発揮
され得るのである。
【００１３】
　特に本構造では、隔壁弾性膜が、平衡室とアイドリング用オリフィス通路を仕切るよう
にしてアイドリング用オリフィス通路の平衡室の開口部に設けられていることによって、
通路の流量制限部材としてよりも、平衡室の壁ばねチューニング手段として活用され得る
。即ち、隔壁弾性膜と可撓性膜との合成ばねを含んでなる平衡室の壁ばね剛性のチューニ
ングに際して、隔壁弾性膜のばね剛性が可撓性膜のばね剛性よりも大きくされることによ
り、エンジンシェイクや中周波大振幅振動の入力時に受圧室と平衡室の圧力差を大きくし
て、シェイク用オリフィス通路や中周波オリフィス通路による高減衰効果を有効に得ると
共に、アイドリング基本振動の入力時に受圧室と平衡室の圧力差を小さくして、アイドリ
ング用オリフィス通路による低動ばね特性に基づく振動絶縁効果を有効に得る構造が、一
つの平衡室で実現され得る。即ち、シェイク用及び中周波オリフィス通路用とアイドリン
グ用オリフィス通路用とにそれぞれ平衡室を設けたマウント構造と同等な作用効果を奏す
ることから、目的とする防振特性を備えつつ、構造の簡略化が図られ得る。
【００１４】
　また、オリフィス通路のチューニングは、例えば、受圧室や平衡室の各壁ばね剛性、即
ちそれら各室を単位容積だけ変化させるのに必要な圧力変化量に対応する本体ゴム弾性体
や可撓性膜、隔壁弾性膜等の各弾性変形量に基づく特性値を考慮しつつ、オリフィス通路
の通路長さと通路断面積や流量制限部材を設計変更することによって好適に実現され得る
。そこにおいて、前述の如く可撓性膜と共に平衡室の好適な壁ばねチューニング手段とし
て用いられ得る隔壁弾性膜が、アイドリング用オリフィス通路の平衡室の開口部に設けら
れていることから、可撓性膜と隔壁弾性膜との合成ばねからなる平衡室の壁ばねチューニ
ングに際して、例えば、隔壁弾性膜がアイドリング用オリフィス通路の平衡室側開口部か
ら受圧室側に離隔して設けられる場合に比して、アイドリング用オリフィス通路における
平衡室側開口部から弾性ゴム膜に至る部分が平衡室に開口していることによる壁ばね剛性
への影響を厳密に考慮する必要がなくなる。その結果、平衡室の壁ばね剛性のチューニン
グ変更が容易とされ得、延いてはシェイク用や中周波、アイドリング用オリフィス通路の
チューニング性能が向上され得る。これにより、Ｌ型、Ｖ型等のシリンダ配置形式や気筒
数その他の車両構造に応じて、例えば、エンジンシェイクの周波数が変化したり、或いは
、アイドリング基本振動が一次振動から二次振動になって、それに伴いアイドリング基本
振動よりも低周波数側で発生する大振幅振動の周波数も変化したりする等の、防振すべき
振動の周波数が異なる場合にも、各オリフィス通路のチューニング変更が容易に対処され
得る。
【００１５】
　それ故、本発明の自動車用の流体封入式エンジンマウントによれば、エンジンシェイク
やアイドリング基本振動に対する防振特性が安定して得られることに加え、アイドリング
状態下、アイドリング基本振動よりも低周波数域で不定期に発生する大振幅振動に対して
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も有効な防振特性が得られることによって、優れた車両乗り心地が実現され得るのである
。
【００１６】
　すなわち、本発明者が特許文献１（特開平０９－３１０７３２号公報）等に示される如
き従来構造の自動車用エンジンマウントの防振特性について鋭意検討したところ、アイド
リング時にアイドリング基本振動よりも低周波数域で不定期に大きな振幅振動（中周波大
振幅振動）が発生することがあり、かかる中周波大振幅振動に対して、それよりも低周波
数域にチューニングされたシェイク用オリフィス通路では流体流動作用が有効に機能し得
ないことに加えて、中周波大振幅振動はエンジンの剛体振動に近いモードとなることから
、そもそも低動ばね化による振動絶縁を目的として設計されたアイドリング用オリフィス
通路では防振効果が有効に機能し得ないのであり、これらオリフィス通路による防振効果
の不機能が車両乗り心地に大きな問題となっていることが知見された。そこで、本発明者
は、かかる中周波大振幅振動に対しては低動ばね化による振動絶縁効果でなく、高減衰に
よる制振効果が必要であり、従来アイドリング時の振動を低動ばね化による振動絶縁効果
で制振するという一般的な考えを逆にしなければ対応困難であるとの結論を導き出して、
本発明を完成するに至り、制振効果の向上を成し得たのである。要するに、このようなア
イドリング時に不定期に発生する大振幅振動に関しては、従来殆ど考慮されておらず、そ
の制振が実現されていなかったのに対して、初めてアイドリング時の振動でありながら減
衰で対策すべきであるということを、本発明者が新たに見い出したのであり、かかる知見
に基づいて本発明を完成し得たのである。
【００１７】
　また、本発明に係る自動車用の流体封入式エンジンマウントでは、受圧室におけるアイ
ドリング用オリフィス通路及び中周波オリフィス通路の両開口部を覆う部分において、可
動板を受圧室と平衡室の圧力差に基づいて変位可能とせしめ且つその変位量を拘束部材へ
の当接により制限する状態で配設することによって、流量制限部材を構成した構造が、採
用されても良い。このような構造によれば、アイドリング状態において、エンジンの爆発
に伴って定常的に発生するアイドリング基本振動やアイドリング基本振動よりも低周波数
域で不定期に発生する大振幅振動、また走行状態におけるエンジンシェイク等の各入力下
で受圧室と平衡室の圧力差がそれぞれ異なることを利用して、アイドリング用及び中周波
オリフィス通路の流量制限が有利に実現され得る。
【００１８】
　すなわち、アイドリング基本振動に相当する高周波小振幅振動の振幅はエンジンシェイ
クに相当する低周波大振幅振動の振幅に比して充分に小さい。また、アイドリング時のア
イドリング基本振動よりも低周波数域の大振幅振動に相当する中周波大振幅振動とかかる
エンジンシェイクにおける振幅の大小関係においては、単純に比較されるものでなく、Ｌ
型、Ｖ型等のシリンダ配置形式や気筒数その他の車両構造に応じて、大小関係が逆転した
り同じになったりする場合もあると推考されるが、特に本構造の流量制限部材においては
、中周波大振幅振動の振幅がエンジンシェイクの振幅に比して小さい自動車用エンジンマ
ウントに対して好適に採用され得る。従って、アイドリング基本振動や中周波大振幅振動
の入力時には、エンジンシェイクの入力に比して受圧室と平衡室の圧力差がそれ程大きく
ならないことから、可動板が大変位して拘束部材に積極的に当接することによる可動板の
拘束変位が回避されて、可動板の変形による小変位に基づいて、アイドリング用及び中周
波オリフィス通路の流体流動作用が充分に確保される態様が、好適に実現され得る。また
、本構造によれば、可動板を受圧室の壁ばねチューニング手段として採用することも可能
であり、それによって、中周波オリフィス通路やアイドリング用オリフィス通路における
チューニング性能の更なる向上が図られ得る。
【００１９】
　一方、エンジンシェイクに相当する低周波大振幅振動の入力時には、受圧室と平衡室の
圧力差が大きくなって、可動板が大変位して拘束部材に当接せしめられることで、可動板
が拘束変位される。その結果、アイドリング用及び中周波オリフィス通路の受圧室側開口
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部が可動板で実質的に覆蓋せしられて、アイドリング用及び中周波オリフィス通路の流体
流動作用が有効に機能しないように制限される態様が、好適に実現され得るのである。
【００２０】
　また、本発明に係る自動車用の流体封入式エンジンマウントでは、受圧室と平衡室を仕
切る仕切部材を設けて、仕切部材の外周部分を周方向に延びるようにシェイク用オリフィ
ス通路を形成すると共に、仕切部材の中央部分において流量制限部材を受圧室に面するよ
うに配設し隔壁弾性膜を平衡室に面するように配設して、仕切部材における流量制限部材
と隔壁弾性膜の間にアイドリング用オリフィス通路を形成すると共に、仕切部材における
流量制限部材と平衡室に面する部分との間で隔壁弾性膜の周囲を延びるように中周波オリ
フィス通路を形成した構造が、採用されても良い。
【００２１】
　このような構造によれば、シェイク用オリフィス通路が仕切部材の外周部分に形成され
ていることで、通路長さが充分に確保され得て流体の流通抵抗が小さく設定され易くなり
、低周波振動であるエンジンシェイクに対して要求される防振効果（高減衰効果）が一層
得られ易くなる。また、流量制限部材や隔壁弾性膜が仕切部材の中央部分に形成されてい
ることによって、仕切部材において流量制限部材や隔壁弾性膜の有効面積が大きく確保さ
れ得ることに加え、アイドリング用オリフィス通路や中周波オリフィス通路の通路断面積
が大きく確保され易くなり、それによって、目的とするアイドリング基本振動に対する防
振効果（低動ばね化による振動絶縁効果）やアイドリング時の中周波大振幅振動に対する
防振効果（高減衰効果）が一層有利に発揮され得る。
【００２２】
　また、本発明に係る自動車用の流体封入式エンジンマウントでは、第二の取付部材が筒
状部を備えており、筒状部の一方の開口部側に第一の取付部材を離隔配置して本体ゴム弾
性体で弾性連結することによって筒状部の一方の開口部を流体密に閉塞すると共に、筒状
部の他方の開口部側に可撓性膜を配設して筒状部の他方の開口部を可撓性膜で流体密に閉
塞し、仕切部材を筒状部の内側に組み付けて筒状部の内側における本体ゴム弾性体と可撓
性膜の間の領域を仕切部材で仕切ることで仕切部材を挟んだ両側に受圧室と平衡室を形成
した構造が、採用されても良い。このような構造によれば、受圧室と平衡室が簡単な構造
で実現され得て、コンパクト化や製造コストの低減化等が図られ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の一実施形態について図面を
参照しつつ、詳細に説明する。先ず、図１には、本発明の自動車用の流体封入式エンジン
マウントに係る一実施形態としての自動車用エンジンマウント１０が示されている。この
自動車用エンジンマウント１０では、第一の取付部材としての第一の取付金具１２と第二
の取付部材としての第二の取付金具１４が本体ゴム弾性体１６で相互に弾性連結されてい
る。第一の取付金具１２が図示しない自動車のパワーユニットに取り付けられると共に、
第二の取付金具１４が図示しない自動車の車両ボデーに取り付けられることによって、パ
ワーユニットが自動車用エンジンマウント１０を介して車両ボデーに防振支持されるよう
になっている。
【００２４】
　なお、図１では、自動車に装着する前の自動車用エンジンマウント１０の単体での状態
が示されているが、自動車への装着状態では、パワーユニットの分担支持荷重がマウント
軸方向（図１中、上下）に入力されることにより、第一の取付金具１２と第二の取付金具
１４がマウント軸方向で相互に接近する方向に変位して、本体ゴム弾性体１６が弾性変形
する。また、かかる装着状態下、防振すべき主たる振動は、略マウント軸方向に入力され
ることとなる。以下の説明中、特に断りのない限り、上下方向は、マウント軸方向となる
図１中の上下方向をいう。
【００２５】
　より詳細には、第一の取付金具１２は、小径の略裁頭円錐台形状乃至は円柱形状を呈し
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ている。第一の取付金具１２の軸直角方向中央部分には、上端面に開口する螺子穴１８が
形成されており、図示しないパワーユニット側の部材が固定ボルトを介して螺子穴１８に
螺着固定されることにより、第一の取付金具１２がパワーユニットに取り付けられるよう
になっている。
【００２６】
　また、第二の取付金具１４は、大径の略段付き円筒形状を有しており、軸方向中間部分
において軸直角方向に円環形状に広がる段部２０と、段部２０の外周縁部から上方に延び
る大径円筒形状の大径筒部２２と、段部２０の内周縁部から下方に延び大径筒部２２より
も小径の小径筒部２４を含んで構成されている。即ち、本実施形態の第二の取付金具１４
は、その略全体で筒状部を構成している。第二の取付金具１４は、図示しないブラケット
部材等を介して車両ボデー側の部材に取り付けられるようになっている。これら第一の取
付金具１２と第二の取付金具１４が相互に同一中心軸上に配置されていると共に、第一の
取付金具１２が第二の取付金具１４の大径筒部２２の開口部分よりも上方に所定距離を隔
てて位置せしめられている。第一の取付金具１２と第二の取付金具１４の間には、本体ゴ
ム弾性体１６が介装されている。
【００２７】
　本体ゴム弾性体１６は、全体として略裁頭円錐台形状を呈する厚肉のゴム弾性体であっ
て、その上端部に対して第一の取付金具１２の上端部分を除く略全体が埋め込まれるよう
に加硫接着されていると共に、本体ゴム弾性体１６の外周面に対して第二の取付金具１４
における大径筒部２２の内周面や段部２０の上端面の略全体が加硫接着されている。要す
るに、本体ゴム弾性体１６が第一の取付金具１２と第二の取付金具１４を備えた一体加硫
成形品として形成されており、それによって、第一の取付金具１２と第二の取付金具１４
が本体ゴム弾性体１６で連結されていると共に、第二の取付金具１４の一方（図１中、上
）の開口部が本体ゴム弾性体１６で流体密に閉塞されている。また、本体ゴム弾性体１６
の下端面には、下方に開口する略逆すり鉢形状の大径凹所２６が形成されている。更に、
本体ゴム弾性体１６には、大径凹所２６の開口縁部から下方に延び出す薄肉のシールゴム
層２８が一体形成されて、第二の取付金具１４の小径筒部２４の内周面に被着形成されて
いる。更にまた、大径凹所２６の開口縁部とシールゴム層２８の境界部分において、シー
ルゴム層２８よりも軸直角方向内方で且つ大径凹所２６の開口縁部よりも軸直角方向外方
の領域を軸直角方向に円環形状に広がる段差部３０が形成されている。
【００２８】
　このような本体ゴム弾性体１６の一体加硫成形品には、仕切部材３２が組み付けられて
いる。仕切部材３２は、全体として略円形ブロック形状を呈しており、金属材や合成樹脂
材等からなる硬質部材を用いて形成されている。仕切部材３２は、仕切部材本体３４や第
一蓋部材３６、第二蓋部材３８、支持リング４０を含んで構成されている。
【００２９】
　仕切部材本体３４は略円形ブロック形状を呈しており、その軸直角方向の略中央部分に
は、仕切部材３２の厚さ方向となる軸方向に略一定の円形断面で延びる中央流路４２が形
成されていると共に、中央流路４２の上側端部と下側端部には、中央流路４２よりも大径
の略円形凹状を有しており且つ仕切部材本体３４の上端面と下端面に開口する、上側嵌着
凹所４４と下側嵌着凹所４６が形成されている。即ち、これら中央流路４２や上側及び下
側嵌着凹所４４，４６が円形ブロック形状を有する仕切部材本体３４の軸直角方向中央部
分に貫通形成されていることで、仕切部材本体３４は、換言すると、軸直角方向の厚さ寸
法が大きな厚肉の略円筒形状を有している。
【００３０】
　仕切部材本体３４の外周部分における軸方向上端部分と軸方向中間部分には、それぞれ
仕切部材本体３４の外周面に開口して周方向に一周弱の長さで延びる第一周溝４８と第二
周溝５０が形成されている。第一周溝４８は、仕切部材本体３４の上端縁部に形成されて
いることで仕切部材本体３４の上端面にも開口している。また、第一周溝４８と第二周溝
５０における各周方向一方の端部間には、第一及び第二周溝４８，５０と同様に仕切部材
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本体３４の外周面に開口して、仕切部材本体３４を周方向に傾斜して又は軸方向に延びる
接続用溝５１が形成されており、接続用溝５１を介して第一周溝４８と第二周溝５０が相
互に連結されている。即ち、これら第一周溝４８や第二周溝５０、接続用溝５１が協働し
て、仕切部材本体３４の外周部分を周方向に二周弱の長さで螺旋状に延びる一つの周溝を
構成している。また、第二周溝５０の周上の一箇所または複数箇所には、仕切部材本体３
４を軸直角方向にトンネル状に延びて、第二周溝５０と中央流路４２を連通せしめる内側
接続流路５２が形成されている。
【００３１】
　また、第一蓋部材３６は、周壁部の軸方向寸法が小さな浅底の略有底円筒形状を有して
おり、その外径寸法が仕切部材本体３４の上側嵌着凹所４４の内径寸法に比して僅かに小
さくされていると共に、その軸方向寸法が上側嵌着凹所４４の軸方向寸法と略同じとされ
ている。また、第一蓋部材３６の底壁部には、複数の小形の孔からなる通孔としての第一
透孔５４が貫通形成されている。
【００３２】
　更に、第二蓋部材３８は、薄肉の略円板形状を有しており、その外径寸法が仕切部材本
体３４の外径寸法と略同じとされている。また、第二蓋部材３８の軸直角方向中央部分に
は、複数の小形の孔からなる通孔としての第二透孔５６が貫通形成されている。
【００３３】
　この第一蓋部材３６の周壁部が仕切部材本体３４の上側嵌着凹所４４の周壁部に圧入等
で嵌着固定されて、第一蓋部材３６の周壁部の下端部分及び底部の外周部分が上側嵌着凹
所４４の底部に軸方向で重ね合わされている。また、第二蓋部材３８が、仕切部材本体３
４と略同心状に位置せしめられて、仕切部材本体３４の上端面及び第一蓋部材３６の上端
面に軸方向で重ね合わされて、仕切部材本体３４等との重ね合わせ部分において、図示し
ないボルトやリベット等の固定部材が第一蓋部材３６を貫通して仕切部材本体３４等に固
定されている。
【００３４】
　これにより、第一蓋部材３６と第二蓋部材３８が互いに略同心状に位置せしめられた形
態で仕切部材本体３４における上部の軸直角方向中央部分に固定されており、仕切部材本
体３４における第一周溝４８の上側開口部分が、第二蓋部材３８の外周部分で覆蓋せしめ
られている。また、仕切部材本体３４の中央流路４２の上端部分が、第一及び第二蓋部材
３６，３８で覆蓋せしめられていると共に、第一蓋部材３６の開口部分が第二蓋部材３８
の軸直角方向中央部分で覆蓋せしめられていることによって、仕切部材３２の軸直角方向
中央部分の上部には、第一蓋部材３６の底部の上端面や周壁部の内周面、第二蓋部材３８
の下端面が協働して、軸方向に略一定の円形断面で延びる収容空所５８が形成されている
。即ち、収容空所５８の天壁部が第二蓋部材３８における第一蓋部材３６の開口を覆蓋す
る部分で構成されていると共に、収容空所５８の底壁部が第一蓋部材３６の底部で構成さ
れており、更に収容空所５８の周壁部が第一蓋部材３６の周壁部で構成されている。ここ
で、第一蓋部材３６の開口部分が第二蓋部材３８で覆蓋されて収容空所５８が構成される
のに先立って、可動板としての弾性ゴム板６０が第一蓋部材３６内に配されており、上述
の如く収容空所５８が構成されることによって、弾性ゴム板６０が収容空所５８に収容配
置されている。
【００３５】
　弾性ゴム板６０は、ゴム弾性材からなり、厚さ寸法が全体に亘って略一定の円板形状を
有している。弾性ゴム板６０の軸方向に延びる厚さ寸法が、第一蓋部材３６の底部と第二
蓋部材３８の軸方向の対向面間距離で表される収容空所５８の軸方向の内法寸法に比して
所定量だけ小さくされている。また、弾性ゴム板６０の外径寸法が、第一蓋部材３６の周
壁部の内径寸法で表される収容空所５８の軸直角方向の内法寸法に比して僅かに小さくさ
れている。それによって、弾性ゴム板６０が、主として軸方向への変位が許容された状態
で、収容空所５８に収容配置されている。
【００３６】
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　また、支持リング４０は、全体として大径の略円形リング状を呈している。特に、その
軸直角方向に広がる幅方向中央部分が、軸方向に円筒状に延びる外周面を備えていて、か
かる円筒状外周面の上端部分が、幅方向内側に円環形状に広がる上端部分（面）とされて
いると共に、円筒状外周面の下端部分が、幅方向外側に円環形状に広がる下端部分（面）
とされている。かかる支持リング４０の円筒状外周面（部）が仕切部材本体３４の下側嵌
着凹所４６の周壁部に圧入固定されて、支持リング４０の外周部分の上端面が、仕切部材
本体３４における下側嵌着凹所４６の開口縁部周りの下端面に軸方向で重ね合わされてい
る。
【００３７】
　ここで、仕切部材本体３４と支持リング４０の間には、隔壁弾性膜としての弾性ゴム膜
６２が挟み込まれている。弾性ゴム膜６２は、ゴム弾性材からなり、略円板形状を有して
いる。また、弾性ゴム膜６２の外周縁部を含む外周部分が、中央部分よりも厚さ方向に大
きく突出した円形断面等で周方向に延びていることによって、中央部分に比して厚肉とさ
れている。この弾性ゴム膜６２の外周部分の上端面が仕切部材本体３４の下側嵌着凹所４
６の底面に重ね合わされていると共に、弾性ゴム膜６２の外周部分の下端面が支持リング
４０の上端面に重ね合わされており、支持リング４０と仕切部材本体３４の圧入固定力に
基づき、弾性ゴム膜６２の外周部分が圧縮変形しつつ仕切部材本体３４と支持リング４０
の間に挟み込まれて支持されている。これにより、弾性ゴム膜６２が、その中央部分の変
形が許容されつつ、仕切部材３２の軸直角方向中央部分の下側に組み付けられていると共
に、仕切部材本体３４の中央流路４２の下端部分が、弾性ゴム膜６２で流体密に閉塞せし
められている。
【００３８】
　これら弾性ゴム板６０と弾性ゴム膜６２が組み付けられた仕切部材３２は、本体ゴム弾
性体１６の一体加硫成形品における第二の取付金具１４の下側開口部から軸方向に差し入
れられて、仕切部材３２における第二蓋部材３８の外周部分が、本体ゴム弾性体１６の段
差部３０と軸方向に重ね合わされている。また、かかる第二の取付金具１４の下側開口部
には、可撓性膜としてのダイヤフラム６４が組み付けられている。
【００３９】
　ダイヤフラム６４は、充分な弛みを有する薄肉の円形ゴム膜で形成されている。ダイヤ
フラム６４の外周縁部には、固定部材としての大径の円筒形状を有する固定金具６６の内
周面が加硫接着されている。この固定金具６６が第二の取付金具１４の下側開口部から軸
方向に差し入れられて、固定金具６６の上端部分が、支持リング４０乃至は仕切部材本体
３４で構成される仕切部材３２の外周側の下端部と軸方向で重ね合わされている。
【００４０】
　そして、第二の取付金具１４に八方絞り等の縮径加工が施されて、第二の取付金具１４
の縮径変形に伴い、第二の取付金具１４の小径筒部２４の内周面に被着されたシールゴム
層２８が、第二の取付金具１４と仕切部材３２および固定金具６６の間で圧縮変形せしめ
られつつ仕切部材３２および固定金具６６の外周面に重ね合わされている。これにより、
仕切部材３２および固定金具６６が、第二の取付金具１４に嵌着固定されて、第二の取付
金具１４の下側開口部が、固定金具６６を備えたダイヤフラム６４で流体密に閉塞せしめ
られていると共に、第二の取付金具１４の内側における本体ゴム弾性体１６とダイヤフラ
ム６４の間の領域が、仕切部材３２で流体密に二分されている。
【００４１】
　この仕切部材３２を挟んだ軸方向一方（図１中、上）の側において、本体ゴム弾性体１
６の大径凹所２６が仕切部材３２で閉塞された領域には、壁部の一部が本体ゴム弾性体１
６で構成されて振動入力時に本体ゴム弾性体１６の弾性変形に基づいて圧力変動が生ぜし
められる受圧室６８が形成されている。また、仕切部材３２を挟んだ軸方向他方（図１中
、下）の側において、仕切部材３２とダイヤフラム６４の間の領域には、壁部の一部がダ
イヤフラム６４で構成されてダイヤフラム６４の弾性変形に基づき容積変化が容易に許容
される平衡室７０が形成されている。これら受圧室６８と平衡室７０には、非圧縮性流体
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が封入されている。封入される非圧縮性流体としては、例えば水やアルキレングリコール
、ポリアルキレングリコール、シリコーン油等が採用されるが、特に流体の共振作用等の
流動作用に基づく防振効果を有効に得るためには、０．１Ｐａ・ｓ以下の低粘性流体を採
用することが望ましい。また、受圧室６８や平衡室７０への非圧縮性流体の封入は、例え
ば、第一及び第二の取付金具１２，１４を備えた本体ゴム弾性体１６の一体加硫成形品に
対する仕切部材３２やダイヤフラム６４の固定金具６６の組み付けを非圧縮性流体中で行
うことによって、好適に実現される。
【００４２】
　また、上述の如く第二の取付金具１４のシールゴム層２８が、第二の取付金具１４と仕
切部材３２の間で圧縮変形せしめられつつ仕切部材３２の外周面に重ね合わされているこ
とによって、仕切部材３２の外周面における第一周溝４８や第二周溝５０、接続用溝５１
の各開口部が、シールゴム層２８で流体密に覆蓋せしめられている。それによって、仕切
部材３２の外周部分における軸方向上端部と軸方向中間部には、第一周溝４８および第二
の取付金具１４が協働してなる第一外周流路７２と、第二周溝５０および第二の取付金具
１４が協働してなる第二外周流路７４が、それぞれ周方向に一周弱の長さでトンネル状に
延びるようにして形成されている。更に、接続用溝５１と第二の取付金具１４が協働して
なる外側接続流路７６によって、これら第一外周流路７２の周方向一方の端部と第二外周
流路７４の周方向一方の端部が相互に接続されている。
【００４３】
　ここで、本実施形態のシェイク用オリフィス通路７８が、第一外周流路７２や第二外周
流路７４、外側接続流路７６を含んで構成されていることによって、仕切部材３２の外周
部分を周方向に二周弱の長さで螺旋状に延びている。シェイク用オリフィス通路７８の一
方の端部が、第一外周流路７２の周方向他方の端部に位置する第二蓋部材３８に貫設され
た連通孔８０を通じて受圧室６８に接続されていると共に、シェイク用オリフィス通路７
８の他方の端部が、第二外周流路７４の周方向他方の端部に位置する仕切部材本体３４の
下端部に貫設され、更に該下端部に支持リング４０の外周部分が重ね合わされている場合
にはその外周部分にも貫設された連通孔８２を通じて平衡室７０に接続されている。それ
によって、受圧室６８と平衡室７０の間におけるシェイク用オリフィス通路７８を通じて
の流体流動が許容されるようになっている。
【００４４】
　さらに、仕切部材３２の中央部分に形成された中央流路４２が、自動車用エンジンマウ
ント１０の軸方向で、第一及び第二蓋部材３６，３８にて構成される収容空所５８に収容
配置された弾性ゴム板６０を挟んで受圧室６８と対向位置せしめられていると共に、弾性
ゴム膜６２を挟んで平衡室７０と対向位置せしめられている。弾性ゴム板６０では、その
一方（図１中、上）の面に対して、第二蓋部材３８の第二透孔５６を通じて受圧室６８の
圧力が及ぼされるようになっていると共に、その他方（図１中、下）の面に対して、第一
蓋部材３６の第一透孔５４を通じて、弾性ゴム膜６２の弾性変形による中央流路４２の圧
力伝達を介して平衡室７０の圧力が及ぼされ、また中央流路４２や内側接続流路５２、第
二外周流路７４から後述する仕切部材３２に形成された連通孔８８を通じて平衡室７０の
圧力が及ぼされるようになっている。一方、弾性ゴム膜６２では、その一方（図１中、上
）の面に対して、収容空所５８における弾性ゴム板６０の変形変位による中央流路４２の
圧力伝達を介して受圧室６８の圧力が及ぼされるようになっていると共に、その他方（図
１中、下）の面に対して平衡室７０の圧力が及ぼされるようになっている。
【００４５】
　従って、受圧室６８と平衡室７０の圧力差に基づいて、弾性ゴム板６０が収容空所５８
内で変形変位せしめられることによって、受圧室６８と平衡室７０の間における中央流路
４２や内側接続流路５２、第二外周流路７４を通じての流体流動作用が有効に生ぜしめら
れるようになっている。更に、弾性ゴム板６０の収容空所５８内での変形変位に加えて、
弾性ゴム膜６２が有効に弾性変形せしめられることによって、受圧室６８と平衡室７０の
間における中央流路４２を通じての流体流動作用が有効に生ぜしめられるようになってい
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る。換言すると、弾性ゴム板６０が、収容空所５８の底壁部を構成する第一蓋部材３６の
底部または収容空所５８の天壁部を構成する第二蓋部材３８の中央部分に当接せしめられ
て、第一透孔５４または第二透孔５６が弾性ゴム板６０で閉塞されたり、或いは弾性ゴム
膜６２に所期の弾性変形が生ぜしめられないことによって、中央流路４２の流体流動作用
が有効に機能し得ないこととなる。また、弾性ゴム板６０が第一蓋部材３６の底部や第二
蓋部材３８の中央部分に当接せしめられて第一透孔５４や第二透孔５６が閉塞されること
で、中央流路４２や内側接続流路５２、第二外周流路７４を通じての流体流動作用も有効
に機能し得ないこととなる。
【００４６】
　そこにおいて、本実施形態のアイドリング用オリフィス通路８４が、仕切部材３２の中
央流路４２により構成されている。特に、アイドリング用オリフィス通路８４の受圧室６
８側の開口部が、仕切部材３２の収容空所５８や第一及び第二透孔５４，５６を含んで構
成されていることによって、弾性ゴム板６０で覆われた状態で形成されている。また、ア
イドリング用オリフィス通路８４の平衡室７０側の開口部が、仕切部材３２の下側嵌着凹
所４６で構成されて、弾性ゴム膜６２によって流体密に閉塞されている。
【００４７】
　さらに、本実施形態の中周波オリフィス通路８６が、仕切部材３２の中央流路４２や内
側接続流路５２、第二外周流路７４の全体に満たない長さで延びる周上の一部を含んで構
成されている。ここで、中周波オリフィス通路８６の受圧室６８側の開口部が、アイドリ
ング用オリフィス通路８４と同様に、仕切部材３２の収容空所５８や第一及び第二透孔５
４，５６を含んで構成されて、弾性ゴム板６０で覆われた状態で形成されている。また、
中周波オリフィス通路８６の平衡室７０側の開口部が、第二外周流路７４における連通孔
８２の形成部分を除いた仕切部材本体３２の下端部に貫設され、更に該下端部に支持リン
グ４０の外周部分が重ね合わされている場合にはその外周部分にも貫設された連通孔８８
によって構成されて、かかる連通孔８８を通じて平衡室７０に接続されている。
【００４８】
　すなわち、本実施形態の自動車用エンジンマウント１０の機能的モデル図が図２にも示
されているように、受圧室６８と平衡室７０を連通せしめるオリフィス通路として、シェ
イク用オリフィス通路７８とアイドリング用オリフィス通路８４と中周波オリフィス通路
８６の３つが採用されており、特に本実施形態では、シェイク用オリフィス通路７８と中
周波オリフィス通路８６が第二外周流路７４を共用して構成されていると共に、中周波オ
リフィス通路８６とアイドリング用オリフィス通路８４が中央流路８４を共用して構成さ
れている。
【００４９】
　また、シェイク用オリフィス通路７８が、仕切部材３２の外周部分を周方向に延びるよ
うに形成されている。更に、仕切部材３２の中央部分において、弾性ゴム板６０が第一及
び第二蓋部材３６，３８で構成されてなる収容空所５８に収容配置された状態で受圧室６
８に面するように配設されていると共に、弾性ゴム膜６２が平衡室７０に面するように配
設されており、それら弾性ゴム板６０と弾性ゴム膜６２の間でマウント軸方向に延びる中
央流路４２によって、アイドリング用オリフィス通路８４が形成されている。更にまた、
中周波オリフィス通路８６が、仕切部材３２における弾性ゴム板６０と平衡室７０に面す
る下端部分との間で弾性ゴム膜６２の周囲を延びるように形成されている。
【００５０】
　その結果、受圧室６８におけるアイドリング用オリフィス通路８４および中周波オリフ
ィス通路８６の両開口部を覆う部分において、弾性ゴム板６０が第一及び第二蓋部材３６
，３８で構成されてなる収容空所５８に収容配置された状態で配設され、弾性ゴム板６０
が、第一及び第二蓋部材３６，３８の第一及び第二透孔５４，５６と収容空所５８を通じ
て及ぼされる受圧室６８と平衡室７０の圧力差に基づいて、収容空所５８内を変位可能と
され、また、第一又は第二蓋部材３６，３８に当接されて、弾性ゴム板６０の変位量が制
限されると共に、第一又は第二透孔５４，５６が弾性ゴム板６０で覆蓋せしめられること
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によって、アイドリング用オリフィス通路８４および中周波オリフィス通路８６を通じて
流動せしめられる各流体の量が制限されるようになっている。このことからも明らかなよ
うに、弾性ゴム板６０の変位量を拘束する拘束部材が第一及び第二蓋部材３６，３８を含
んで構成されていると共に、アイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流体
流動量を制限する流量制限部材が、弾性ゴム板６０や第一及び第二蓋部材３６，３８、第
一及び第二透孔５４，５６、収容空所５８を含んで構成されている。
【００５１】
　このような構造とされた自動車用エンジンマウント１０においては、シェイク用オリフ
ィス通路７８を通じて流動せしめられる流体の共振周波数が、エンジンシェイクに相当す
る１０Ｈｚ程度の低周波数域にチューニングされている。また、エンジンシェイクはエン
ジンの剛体一次振動に相当してその振幅が大きいことから、エンジンシェイク時に受圧室
６８と平衡室７０の圧力差が大きくなることを利用して、弾性ゴム板６０が第一又は第二
蓋部材３６，３８に当接せしめられて、第一又は第二透孔５４，５６が弾性ゴム板６０で
閉塞されるように設計されている。
【００５２】
　これにより、自動車の走行状態下、エンジンシェイクに相当する低周波大振幅振動が入
力されると、弾性ゴム板６０が第一又は第二蓋部材３６，３８への当接により拘束変位さ
れると共に、第一又は第二透孔５４，５６が閉塞せしめられることによって、アイドリン
グ用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流体流動量が制限される。それ故、受圧室６
８のアイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６を通じての圧力漏れが抑えられ
て、受圧室６８と平衡室７０の圧力差が有効に惹起せしめられ、シェイク用オリフィス通
路７８の流体流動量が充分に確保され得る。このシェイク用オリフィス通路７８を通じて
流動せしめられる流体の共振作用に基づいて、エンジンシェイクに対して優れた防振効果
（高減衰効果）が発揮され得る。
【００５３】
　また、アイドリング用オリフィス通路８４を通じて流動せしめられる流体の共振周波数
が、アイドリング時にエンジンの爆発に伴って周期的に発生するアイドリング基本振動に
相当する２０～３０Ｈｚ程度の高周波数域にチューニングされている。また、かかるアイ
ドリング基本振動の振幅は前述のエンジンシェイクの振幅に比して充分に小さいことから
、受圧室６８と平衡室７０の圧力差がそれ程大きくならないことを利用して、アイドリン
グ基本振動の入力時に、弾性ゴム板６０の第一又は第二蓋部材３６，３８への当接を抑え
て、弾性ゴム板６０が収容空所５８内を積極的に小変位せしめられるように設計されてい
る。より望ましくは、弾性ゴム板６０の共振周波数がアイドリング基本振動に相当する高
周波数域にチューニングされることによって、弾性ゴム板６０の小変位が一層積極的に生
ぜしめられ得る。また、アイドリング用オリフィス通路８４の平衡室７０側開口部に設け
られた弾性ゴム膜６２の共振周波数をアイドリング基本振動に相当する高周波数域にチュ
ーニングすることで、アイドリング基本振動の入力時に弾性ゴム膜６２が積極的に弾性変
形せしめられるようにしても良い。
【００５４】
　これにより、アイドリング状態でアイドリング基本振動に相当する高周波小振幅振動が
入力された場合には、シェイク用オリフィス通路７８が反共振的な作用によって流体流通
抵抗が著しく大きくなって実質的に閉塞状態とされるが、収容空所５８における弾性ゴム
板６０の変形による小変位と弾性ゴム膜６２の弾性変形に基づいて、受圧室６８と平衡室
７０の間におけるアイドリング用オリフィス通路８４を通じての流体流動作用である共振
作用が発揮される。また、収容空所５８における弾性ゴム板６０の小変位に伴い、アイド
リング用オリフィス通路８４と共に中周波オリフィス通路８６も受圧室６８に対して実質
的に開口せしめられるが、後述の如く中周波オリフィス通路８６のチューニング周波数が
アイドリング基本振動よりも低周波数域に設定されているため、中周波オリフィス通路８
６が反共振作用により実質的に閉塞状態とされる。その結果、受圧室６８の圧力が中周波
オリフィス通路８６を通じて漏れ出すおそれがないことから、受圧室６８と平衡室７０の
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間に圧力差が有効に惹起せしめられて、弾性ゴム板６０の小変位と弾性ゴム膜６２の変形
に基づきアイドリング用オリフィス通路８４の流体流動量が充分に確保され得、アイドリ
ング基本振動に対して有効な防振効果（低動ばね特性に基づく振動絶縁効果）が発揮され
得る。
【００５５】
　ところで、本発明者が検討したところ、自動車用エンジンマウント１０では、アイドリ
ング状態下、アイドリング基本振動よりも低周波域で大振幅の振動が非周期的に入力され
る場合があることがわかった。また、かかる大振幅振動は、エンジンシェイクよりも高周
波数域で発生すると共に、その振幅がアイドリング基本振動に相当する高周波振動の振幅
に比して充分に大きいことがわかった。このような場合に、シェイク用オリフィス通路７
８が反共振作用に起因して実質的に閉塞状態とされていると共に、低動ばねによる振動絶
縁を目的として設計されたアイドリング用オリフィス通路８６では、弾性ゴム膜６２の変
形に際して対応可能な圧力変化量を超えていることから、流体流動作用が有効に機能し得
ない。
【００５６】
　そこにおいて、本実施形態に係る自動車用エンジンマウント１０では、中周波オリフィ
ス通路８６を通じて流動せしめられる流体の共振周波数が、問題となるアイドリング状態
でアイドリング基本振動よりも低周波数域で発生する大振幅振動としての中周波大振幅振
動に相当する１１～１５Ｈｚ程度の中周波数域にチューニングされている。また、中周波
大振幅振動の振幅は前述のエンジンシェイクの振幅に比して小さくされており、受圧室６
８と平衡室７０の圧力差がそれ程大きくならないことを利用して、中周波大振幅振動の入
力時に、弾性ゴム板６０の第一又は第二蓋部材３６，３８への当接を抑えて、弾性ゴム板
６０が収容空所５８内を小変位せしめられるように設計されている。
【００５７】
　従って、アイドリング時に中周波大振幅振動が入力された場合に、収容空所５８におけ
る弾性ゴム板６０の変形変位に基づいて、受圧室６８と平衡室７０の間における中周波オ
リフィス通路８６を通じての流体流動作用である共振作用が有効に発揮され得る。それ故
、そのようなアイドリング時に不定期で発生する大振幅振動に対しても有効な防振効果（
高減衰効果）が発揮され得て、優れた車両乗り心地が実現され得るのである。
【００５８】
　特に本実施形態におけるシェイク用オリフィス通路７８や中周波オリフィス通路８４、
アイドリング用オリフィス通路８６のチューニングは、受圧室６８や平衡室７０の各壁ば
ね剛性、即ちそれら各室６８，７０を単位容積だけ変化させるのに必要な圧力変化量に対
応する本体ゴム弾性体１６やダイヤフラム６４等の各弾性変形量に基づく特性値を考慮し
つつ、各オリフィス通路７８，８４，８６の通路長さと通路断面積を調節することによっ
て行われている。なお、オリフィス通路７８，８４，８６のチューニング周波数は、オリ
フィス通路７８，８４，８６を通じて伝達される圧力変動の位相が変化して略共振状態と
なる周波数をいう。
【００５９】
　ここで、本実施形態では、弾性ゴム膜６２がアイドリング用オリフィス通路８４の平衡
室７０の開口部に設けられていることによって、平衡室７０の壁ばねチューニング手段と
して、好適に採用され得る。即ち、本実施形態では、弾性ゴム膜６２とダイヤフラム６４
との合成ばねを含んでなる平衡室７０の壁ばね剛性のチューニングに際して、弾性ゴム膜
６２のばね剛性がダイヤフラム６４のばね剛性に比して大きくされている。これにより、
例示の如きエンジンシェイクや中周波大振幅振動の入力時に受圧室６８と平衡室７０の圧
力差が大きくされて、シェイク用及び中周波オリフィス通路７８，８６による高減衰効果
が有効に発揮され得ると共に、アイドリング基本振動の入力時に受圧室６８と平衡室７０
の圧力差が小さくされて、アイドリング用オリフィス通路８４による低動ばね特性に基づ
く振動絶縁効果が有効に発揮され得るのである。
【００６０】
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　また、ダイヤフラム６４と共に平衡室７０の壁ばねチューニング手段として用いられる
弾性ゴム膜６２が、アイドリング用オリフィス通路８４の平衡室７０の開口部に設けられ
ていることから、平衡室７０の壁ばねチューニングに際して、例えば、弾性ゴム膜がアイ
ドリング用オリフィス通路の平衡室側開口部から受圧室側に離隔して設けられる場合に比
して、アイドリング用オリフィス通路における平衡室側開口部から弾性ゴム膜に至る部分
が平衡室に開口していることによる壁ばね剛性への影響を厳密に考慮する必要がなくなる
。その結果、平衡室７０の壁ばね剛性のチューニング変更が容易とされ得、延いてはシェ
イク用や中周波、アイドリング用オリフィス通路７８，８４，８６のチューニング性能が
向上され得る。
【００６１】
　因みに、本実施形態に従う構造とされた自動車用エンジンマウント１０における防振特
性の一具体例を以下に示す。かかる具体例は、自動車用エンジンマウント１０に対してパ
ワーユニットの分担支持荷重に相当する静的荷重を中心軸上で第一の取付金具１２と第二
の取付金具１４の間に及ぼした状態下で、それら第一の取付金具１２と第二の取付金具１
４の間に振動を入力せしめた場合の防振特性を示すものである。
【００６２】
　かくの如き防振特性の一具体例においては、シェイク用オリフィス通路７８をエンジン
シェイクに相当する低周波大振幅振動（周波数：ｆ１＝１０Ｈｚ程度、振幅：±１．０ｍ
ｍ）にチューニングした。また、アイドリング用オリフィス通路８４においては、アイド
リング基本振動に相当する高周波小振幅振動（周波数：ｆ２＝２０～３０Ｈｚ程度、振幅
：±０．１ｍｍ）の入力時に弾性ゴム板６０の変形変位および弾性ゴム膜６２の変形によ
る流体の共振作用に基づく防振効果（低動ばねによる振動絶縁効果）が、発揮されるよう
に、且つエンジンシェイクに相当する低周波大振幅振動に対しては弾性ゴム板６０の拘束
変位によるアイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流量制限が機能するこ
とに基づいて、発揮されないようにチューニングした。このようなチューニングを施した
ことにより、防振特性としての減衰係数：Ｃ１が図３にも示されているように、エンジン
シェイクに相当する低周波大振幅振動に対しては、シェイク用オリフィス通路７８による
高減衰効果が発揮されて、優れた防振効果が実現され得る。一方、防振特性としての絶対
ばね定数：Ｋ１が図４にも示されているように、アイドリング基本振動に相当する高周波
小振幅振動に対しては、弾性ゴム板６０の変形変位および弾性ゴム膜６２の変形による流
体の共振作用に基づいて低動ばねによる優れた防振効果（振動絶縁効果）が発揮され得る
。更に、中周波オリフィス通路８６においては、アイドリング状態でのアイドリング基本
振動よりも低周波側で不定期に発生する大振幅振動に相当する中周波大振幅振動（周波数
：ｆ３＝１１～１５Ｈｚ程度、振幅：±０．５ｍｍ程度）の入力時に弾性ゴム板６０の変
形変位による流体の共振作用に基づく防振効果（高減衰効果）が、発揮されるように、且
つエンジンシェイクに相当する低周波大振幅振動に対しては弾性ゴム板６０の拘束変位に
よるアイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流量制限が機能することに基
づいて、発揮されないようにチューニングした。このようなチューニングを施したことに
より、防振特性としての減衰係数：Ｃ２が図４にも示されているように、アイドリング状
態でのアイドリング基本振動よりも低周波側で不定期に発生する大振幅振動に相当する中
周波大振幅振動に対しては、弾性ゴム板６０の変形変位による中周波オリフィス通路８６
の共振作用に基づいて高減衰効果が発揮されて優れた防振効果が実現され得る。因みに、
非圧縮性流体を封入しないでゴム単体からなる従来構造の自動車用エンジンマウントにつ
いての防振特性としての絶対ばね定数を比較例として図４に併せ示す。
【００６３】
　以上、本発明の実施形態について詳述してきたが、かかる実施形態における具体的な記
載によって、本発明は、何等限定されるものでなく、当業者の知識に基づいて種々なる変
更、修正、改良等を加えた態様で実施可能であり、また、そのような実施態様が、本発明
の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、言うま
でもない。
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【００６４】
　例えば、前記実施形態では、弾性ゴム板６０や第一及び第二蓋部材３６，３８等を含ん
でなるアイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流量制限部材と、アイドリ
ング用オリフィス通路８４の平衡室７０の開口部に設けられる弾性ゴム膜６２とが、仕切
部材３２の中央部分における略マウント中心軸上で軸方向に対向位置せしめられていたが
、これら流量制限部材と弾性ゴム膜は互いに軸方向で対向しない位置に設けられていても
良いし、流量制限部材と弾性ゴム膜の少なくとも一方が、マウント中心軸から偏倚した位
置に設けられても良い。
【００６５】
　また、前記実施形態では、アイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流量
制限部材が、エンジンシェイクや中周波大振幅振動、アイドリング基本振動時における受
圧室６８と平衡室７０の圧力差がそれぞれ異なることを利用して、弾性ゴム板６０の変形
変位が収容空所５８内を許容および制限されることで実現されていたが、例えばかかる可
動板タイプの弾性ゴム板６０に代えて、アイドリング用オリフィス通路８４の開口部に設
けられる弾性ゴム膜６２と同様に、受圧室と平衡室の圧力差に基づいて弾性変形せしめら
れる可動膜タイプのゴム膜を採用し、ゴム膜が第一及び第二蓋部材やその他の拘束部材に
当接せしめられてその変形量が制限されることでアイドリング用及び中周波オリフィス通
路の流量が制限されても良い。
【００６６】
　さらに、アイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，８６の流量制限部材として、
例えば、電磁式アクチュエータ等の駆動手段の出力部材に加振板を設けて、加振板をアイ
ドリング用及び中周波オリフィス通路の受圧室側開口部を覆うように配設せしめ、エンジ
ンシェイクや中周波大振幅振動、アイドリング基本振動の各入力に応じて加振板を加振制
御せしめることによって、アイドリング用及び中周波オリフィス通路の流量制限を実現す
る構造も採用可能である。特に本構造の流量制限部材では、可動板構造の流量制限部材の
ような振幅依存性がないことから、例えばエンジンシェイクと中周波大振幅振動における
振幅に大きな差がない自動車用エンジンマウントに対して好適に採用され得る。
【００６７】
　また、前記実施形態では、弾性ゴム板６０が全体に亘って略一定の厚さ寸法の円板形状
とされていると共に、収容空所５８における弾性ゴム板６０の打ち当たり部分としての第
一蓋部材３６の底部や第二蓋部材３８の中央部分も平坦な円板形状とされていたが、例え
ば、弾性ゴム板における第一又は第二蓋部材への当接面と第一又は第二蓋部材における弾
性ゴム板への当接面の少なくとも一方に突起や凹所等を設けて、当接面積の減少に基づき
当接打音を低減せしめることも可能である。
【００６８】
　また、弾性ゴム板の主たる変位方向となる軸方向において、弾性ゴム板と第一又は第二
蓋部材の何れか一方に位置決め突起を突設すると共に、他方に位置決め用孔を形成して、
位置決め突起を位置決め用孔に挿通配置した状態で弾性ゴム板の軸方向変位を許容せしめ
たり、或いは、弾性ゴム板に突設した弾性突起を予圧縮をもって第一又は第二蓋部材に当
接せしめて、弾性突起の変形変位により弾性ゴム板の軸方向変位を許容せしめても良い。
それによって、弾性ゴム板の軸直角方向の変位量制限手段が、位置決め用突起を位置決め
用孔に挿通せしめてなる軸直角方向の係止機構や、弾性突起を収容空所の壁部（第一又は
第二蓋部材）に予圧縮をもって当接する当接機構により構成され得る。
【００６９】
　また、前記実施形態では、シェイク用オリフィス通路７８と中周波オリフィス通路８６
が第二外周流路７４を共用して構成されていると共に、中周波オリフィス通路８６とアイ
ドリング用オリフィス通路８４が中央流路４２を共用して構成されていたが、これら各通
路を、それぞれ独立して形成することも勿論可能である。
【００７０】
　その他、シェイク用オリフィス通路７８やアイドリング用オリフィス通路８４、中周波
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オリフィス通路８６、弾性ゴム膜６２、アイドリング用及び中周波オリフィス通路８４，
８６の流量制限部材、仕切部材３２等における形状や大きさ、構造、数、配置等の形態は
、要求される防振効果や製作性等に応じて適宜に設計変更され得るものであり、前記実施
形態に限定されるものでない。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の一実施形態としての自動車用エンジンマウントの縦断面図。
【図２】同自動車用エンジンマウントの機能的構成のモデル図。
【図３】同自動車用エンジンマウントにおいてエンジンシェイクに相当する低周波数域の
防振特性を表すグラフ。
【図４】同自動車用エンジンマウントにおいて中周波大振幅振動乃至はアイドリング基本
振動に相当する中乃至は高周波数域の防振特性を表すグラフ。
【符号の説明】
【００７２】
１０：自動車用エンジンマウント、１２：第一の取付金具、１４：第二の取付金具、１６
：本体ゴム弾性体、３６：第一蓋部材、３８：第二蓋部材、４６：下側嵌着凹所、５４：
第一透孔、５６：第二透孔、５８：収容空所、６０：弾性ゴム板、６２：弾性ゴム膜、６
４：ダイヤフラム、６８：受圧室、７０：平衡室、７８：シェイク用オリフィス通路、８
４：アイドリング用オリフィス通路、８６：中周波オリフィス通路

【図１】 【図２】
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